
津市公告第３１号 

 次のとおり総合評価一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭

和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６第１項及び

津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４条

の規定により公告します。 

  平成２５年３月４日 

 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

 

１ 入札に付する事項 

 ⑴ 工事名  平成２４年度環新補継第１号 

        津市新最終処分場等施設建設工事 

 ⑵ 工事場所 津市美杉町下之川地内 

 ⑶ 施設概要 施設の種類 一般廃棄物最終処分場（クローズドシステム処

分場） 

        埋立容量 約９万ｍ3 

        埋立廃棄物 リサイクルセンターから出る不燃残さ 

 ⑷ 工事概要 掘削工 ３５１,７５０ｍ3 

        盛土工 ２３３,２１０ｍ3 

        現場打躯体工（コンクリート打設） ３０,０００ｍ3 

        遮水工（遮水シート） １７,５５８ｍ2 

        防災調整池工  一式 

        仮設道路工   一式 

        進入道路工   一式 

        被覆施設工   一式 

        建築機械設備工 一式 

        建築電気設備工 一式 

 ⑸ 工期   本契約の締結の日から９７０日間 

 ⑹ 予定価格 ３，６２５，６２９，０００円（税抜き） 

２ 入札方式に関する事項 

⑴ 総合評価落札方式 

   本工事は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成１７年法律第

１８号）第３条（基本理念）にかんがみ、津市建設工事総合評価落札方式



試行要領（平成２０年１２月２２日施行。）に基づき、入札時に、価格と

価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式と

する。 

 ⑵ 低入札価格調査 

   本工事は、津市低入札価格調査試行要領（平成２０年１２月２２日施行。

以下「低入札価格調査試行要領」という。）で規定する低入札価格調査の

対象工事とする。 

３ 入札参加者に必要な資格 

  本件入札は、特定建設工事共同企業体による入札とするので、本件入札に

係る入札参加資格審査申請書の提出日から請負契約の締結日までの間におい

て、特定建設工事共同企業体の構成員全員が次に掲げる条件をすべて満たし、

かつ本件入札の参加資格の認定を受けた特定建設工事共同企業体とする。 

 ⑴ 特定建設工事共同企業体の構成員共通の資格要件 

  ア 施行令第１６７条の４の規定に該当しない者 

  イ 津市建設工事等条件付一般競争入札実施要領（平成１８年１月１日施

行。以下「一般競争入札実施要領」という。）第４条第１項に掲げる要

件を備えている者 

  ウ 一般競争入札実施要領第４条第２項各号の一に該当しない者 

  エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申

立て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始

の申立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の

申立て、会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会

社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８

７号）第６４条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）

に基づく整理開始の申立て若しくは通告がなされていない者であること。 

ただし、民事再生法に基づく再生手続開始の申立て又は会社更生法に

基づく更生手続開始の申立てがなされた者であって、手続開始決定の日

を基準日とする経営事項審査（その日以後迎えた決算日を基準日とする

経営事項審査を受けている場合にあっては、当該経営事項審査）の結果

に基づき、建設工事について入札参加資格を認められ、かつ、再生計画

又は更生計画が認可された者を除く。 

  オ 本工事に係る設計業務等の受託者又は受託者と資本若しくは人事面に

おいて関連がある者でないこと。 



 ⑵ 特定建設工事共同企業体の構成に関する事項 

   特定建設工事共同企業体の結成に当たっては、次に掲げる要件をすべて

満たしていること。 

  ア 構成員の数は４者とし、代表構成員、第２構成員、第３構成員及び第

４構成員においては、各１者の組み合わせで自主結成すること。 

  イ 運営形態は、すべての構成員が一体となって工事を施工する共同施工

方式であること。 

  ウ 構成員の出資比率の最小限度基準は、１５％以上であること。 

  エ 構成員は、本工事について他の特定建設工事共同企業体の構成員でな

いこと。 

  オ 共同企業体の構成員間で、取締役が兼任されているなど、実質的に経

営が同一でないこと。 

  カ 構成員の変更は、原則として認めない。ただし、やむを得ない事情が

生じた場合は、津市と協議を行うこと。 

 ⑶ 特定建設工事共同企業体の存続期間 

   本工事の請負契約の相手方となった特定建設工事共同企業体については、

成立してから本工事の請負契約の履行完了後３か月を経過するまで存続す

ること。また、本工事の相手方とならなかった特定建設工事共同企業体は、

本工事の請負契約が締結された日までを存続期間とすること。 

⑷ 代表構成員の資格要件 

   代表構成員は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

  ア 津市競争入札参加資格者名簿において土木一式工事及び建築一式工事

を希望業種として登載されている者 

  イ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条に規定する特定建設業

の許可（土木工事業及び建築工事業）を受けている者 

  ウ 三重県、愛知県又は岐阜県内に本店又は支店若しくは営業所等（建設

工事の請負契約を締結する権限を有する者が常駐している事務所をい

う。）を有する者 

  エ 審査基準日が平成２２年１０月１日から平成２３年９月３０日までの

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載の土木一式工事及

び建築一式工事の総合評定値が、１２００点以上の者 

  オ 構成員のうち施工能力及び出資比率が最大の者（出資比率が同等の場

合は、施工能力の大きい者） 



  カ 官公庁等で発注された本工事と同種又は類似工事で、元請として、次

の(ｱ)及び(ｲ)の施工実績を有する者（共同企業体による工事の場合は、

出資比率が２０％以上とする。） 

   (ｱ) 埋立容量７２，０００ｍ3 以上の一般廃棄物最終処分場又は埋立容

量７２，０００ｍ3 以上の公共関与産業廃棄物管理型最終処分場の

新設工事（いずれも陸上埋立処分場に限る。以下同じ。） 

   (ｲ) 被覆型の一般廃棄物最終処分場又は被覆型の公共関与産業廃棄物管

理型最終処分場の新設工事（規模は問わない。） 

  キ 本工事の土木の施工現場に次の要件を満たす監理技術者を専任で配置

できること。 

   (ｱ) 一級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であり、

土木工事業の監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有す

ること。 

   (ｲ) 上記⑷カ(ｱ) の施工現場において、現場代理人、主任技術者又は監

理技術者としての実績を有する者。 

  ク 本工事の建築の施工現場に次の要件を満たす監理技術者を専任で配置

できること。 

   (ｱ) 一級建築施工管理技士又は一級建築士であり、建築工事業の監理技

術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有すること。 

  ケ 上記⑷キ及びクに掲げる者は、代表構成員と直接的かつ恒常的な雇用

関係にあること。また、配置予定の技術者が施工中の他の工事に従事し

ている場合は、契約する時点で他の工事の完成検査が終了していること。 

 ⑸ 第２構成員の資格要件 

   第２構成員は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

  ア 津市競争入札参加資格者名簿において土木一式工事を希望業種として

登載されている者 

  イ 建設業法第３条に規定する特定建設業の許可（土木工事業）を受けて

いる者 

  ウ 本市の区域内に本店を有する者 

  エ 審査基準日が平成２２年１０月１日から平成２３年９月３０日までの

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載の土木一式工事の

総合評定値が、８５０点以上の者 

  オ 本工事の土木の施工現場に一級土木施工管理技士又はこれと同等以上



の資格を有する者を専任で配置できること。また、配置予定の技術者が

施工中の他の工事に従事している場合は、契約する時点で他の工事の完

成検査が終了していること。 

  カ 上記⑸オに掲げる者は、第２構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係に

あること。 

 ⑹ 第３構成員の資格要件 

   第３構成員は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

  ア 津市競争入札参加資格者名簿において土木一式工事を希望業種として

登載されている者 

  イ 建設業法第３条に規定する特定建設業の許可（土木工事業）を受けて

いる者 

  ウ 本市の区域内に本店を有する者 

  エ 審査基準日が平成２２年１０月１日から平成２３年９月３０日までの

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載の土木一式工事の

総合評定値が、８００点以上の者 

  オ 本工事の土木の施工現場に一級土木施工管理技士又はこれと同等以上

の資格を有する者を専任で配置できること。また、配置予定の技術者が

施工中の他の工事に従事している場合は、契約する時点で他の工事の完

成検査が終了していること。 

  カ 上記⑹オに掲げる者は、第３構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係に

あること。 

 ⑺ 第４構成員の資格要件 

   第４構成員は、次に掲げる要件をすべて満たしていること。 

  ア 津市競争入札参加資格者名簿において建築一式工事を希望業種として

登載されている者 

  イ 建設業法第３条に規定する特定建設業の許可（建築工事業）を受けて

いる者 

  ウ 本市の区域内に本店を有する者 

  エ 審査基準日が平成２２年１０月１日から平成２３年９月３０日までの

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載の建築一式工事の

総合評定値が、８００点以上の者 

  オ 本工事の建築の施工現場に一級建築施工管理技士又は一級建築士を専

任で配置できること。また、配置予定の技術者が施工中の他の工事に従



事している場合は、契約する時点で他の工事の完成検査が終了している

こと。 

  カ 上記⑺オに掲げる者は、第４構成員と直接的かつ恒常的な雇用関係に

あること。 

４ 入札説明書等の配付 

 ⑴ 配付期間 平成２５年３月４日（月）から３月２９日（金）まで 

 ⑵ 配付場所 津市総務部調達契約課工事契約担当（０５９－２２９－３１

２２）又は津市ホームページ「入札情報」からダウンロード 

５ 入札参加資格の確認等 

  入札参加者は、上記３に定めるところに従い特定建設工事共同企業体を結

成した上、次に掲げるところにより書類等を提出し、本件入札の参加資格の

認定を受けなければならない。なお、提出期間に当該書類等を提出しない特

定建設工事共同企業体又は本件入札の参加資格が認定されなかった特定建設

工事共同企業体は、本件入札に参加することはできない。 

 ⑴ 提出期間 平成２５年３月４日（月）から平成２５年３月２９日（金）

午後５時まで 

 ⑵ 提出先  津市総務部調達契約課工事契約担当 

 ⑶ 提出方法 持参によることとし、その他の方法は認めない。 

 ⑷ 提出書類 

   提出書類は、次のとおりとし、正本１部を提出する。なお、提出書類の 

詳細については、各様式に記載の事項を確認すること。 

  ア 特定建設工事共同企業体入札参加資格審査申請書 

  イ 特定建設工事共同企業体協定書の写し 

  ウ 使用印鑑届 

  エ 委任状 

  オ 特定建設工事共同企業体構成員の状況調書 

  カ 配置予定技術者等の資格・工事経験表 

  キ 上記３⑷カに規定する施工実績を証する書類（施工実績届出書及び工

事内容等が確認できる書類） 

  ク 各構成員の特定建設業の許可証の写し 

  ケ 各構成員の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写し（審

査基準日が平成２２年１０月１日から平成２３年９月３０日までのも

の） 



  コ 配置予定技術者の資格証の写し 

  サ 配置予定技術者等との雇用関係が確認できる書類 

  シ 各構成員の営業所専任技術者証明書の写し（建設業許可申請に必要な

営業所の専任技術者調書の写し） 

 ⑸ 入札参加資格審査結果の通知 

  ア 入札参加資格の審査結果は、平成２５年４月８日（月）までに代表構

成員に対し、特定建設工事共同企業体資格審査結果通知書により通知す

る。 

  イ 入札参加者は、入札参加資格が認定されなかった場合、特定建設工事

共同企業体資格審査結果通知書を受けとった日の翌日から２日以内に書

面により説明を求めることができるものとする。 

６ 設計図書の閲覧等 

 ⑴ 閲覧 

  ア 閲覧期間 平成２５年３月４日（月）から平成２５年５月８日（水）

まで 

  イ 閲覧場所 津市総務部調達契約課工事契約担当、津市建設部津北工事

事務所及び津南工事事務所 

 ⑵ 購入 

  ア 購入期間 平成２５年３月４日（月）から平成２５年５月８日（水）

まで 

  イ 購入場所 津市一志町井関９６－１ 

         創作工房ネオ（電話 ０５９－２９３－６１００） 

７ 評価項目算定資料の提出 

  入札参加者は、評価項目算定資料を次のとおり提出し、以下の書類が揃っ

ているか、作成に関する要件を満たしているか等の確認を受けなければなら

ない。 

 ⑴ 提出期間 平成２５年３月４日（月）から平成２５年３月２９日（金）

午後５時まで 

 ⑵ 提出先  津市総務部調達契約課工事契約担当 

 ⑶ 提出方法 持参によることとし、その他の方法は認めない。 

 ⑷ 提出書類 

   評価項目算定資料は正本１部、副本１１部を提出する。なお、提出書類

の詳細については、各様式に記載の事項を確認すること。 



  ア 評価項目算定資料届出書（第１号様式） 

  イ 企業（代表構成員）の施工能力（第２－１号様式） 

  ウ 企業（第２構成員）の施工能力（第２－２号様式） 

  エ 企業（第３構成員）の施工能力（第２－３号様式） 

  オ 企業（第４構成員）の施工能力（第２－４号様式） 

  カ 地域・社会貢献度（ＩＳＯ認証取得）（第３－１号様式） 

  キ 地域・社会貢献度（地元業者施工率）（第３－２号様式） 

  ク 土木専任技術者（代表構成員）の能力（第４－１号様式） 

  ケ 建築専任技術者（代表構成員）の能力（第４－２号様式） 

  コ 提案①（第５号様式） 

  サ 提案②（第６号様式） 

  シ 提案③（第７号様式） 

  ス 提案④（第８号様式） 

  セ 提案⑤（第９号様式） 

  ソ 提案⑥（第１０号様式） 

  タ 提案⑦（第１１号様式） 

  チ 補足資料（第○号様式） 

  ツ 工事工程表 

 ⑸ 評価項目算定資料作成方法 

   津市新最終処分場等施設建設工事落札者決定基準書及び同評価項目算定

資料届出書様式集を参照のこと。 

⑹ 評価項目算定資料に係るヒアリング 

  ア 提案内容の確認及び理解を深めるため、提出された評価項目算定資料

に対するヒアリングを行う。 

    ヒアリングは平成２５年４月２３日（火）の開催を予定しているが、

詳細については別途通知する。 

  イ ヒアリングは原則として配置予定の監理技術者に対して行う。 

⑺ 提案に対する採否の通知 

  ア 提案に対する採否の通知については、平成２５年４月２６日（金）ま

でに書面により通知する。なお、提案が適正と認められた場合は、当該

提案に基づく入札を行うものとする。また、提案が適正と認められない

項目を標準案に基づいて施工する場合は、標準案に基づく入札を行うも

のとする。 



  イ 入札参加者は、提案に対する採否に異議を申し立てることはできない

ものとする。ただし、自らの提案に対する採否について通知を受けとっ

た日の翌日から２日以内に書面により説明を求めることができるものと

する。 

８ 入札の方法 

  入札方法は、郵便による入札とし、入札書、積算内訳書（指定様式に限

る。）及び設計図書購入の領収書の写し等を指定された封筒に封入の上、一

般書留又は簡易書留のいずれかの方法で郵送するものとし、持参は認めない。 

 ⑴ 入札書の郵送期間 

   入札参加資格審査結果通知書受領の日から平成２５年５月８日（水）ま

で（必着） 

 ⑵ 入札書の郵送提出先 

   〒５１４－８７９９ 日本郵便（株）津中央郵便局留 津市役所調達契

約課宛 

９ 開札の日時及び場所 

 ⑴ 日時 平成２４年５月１０日（金）午前１０時００分から 

 ⑵ 場所 津市本庁舎７階入札室 

10 入札結果の公表 

 ⑴ 入札結果については、開札の翌日までに次に掲げる事項について、津市

ホームページ「入札情報」にて公表する。また、落札決定の翌日までに落

札者を公表する。 

  ア 入札参加者名 

  イ 各入札参加者の入札価格 

  ウ 各入札参加者の技術評価点 

  エ 各入札参加者の価格評価点 

  オ 各入札参加者の総合評価点 

 ⑵ 入札参加者は、審査結果（技術評価点及び価格評価点）に異議を申し立

てることはできないものとする。ただし、自らの審査結果について公表さ

れた日の翌日から２日以内に書面により照会できるものとする。 

11 入札保証金 

  入札保証金は免除する。 

12 契約保証金 

  契約の締結の際に契約金額の１００分の１０以上の契約保証金を納付しな



ければならない。ただし、規則第２７条第１項に規定する有価証券等又は金

融機関等若しくは保証事業会社との保証委託契約の保証証書を提供すること

により、契約保証金の納付に代えることができる。 

  また、規則第２８条第１項第１号に規定する履行保証保険契約に係る保険

証券又は同項第２号に規定する工事履行保証契約に係る保証証券を提出する

ことにより、契約保証金の納付を免除することができる。 

13 開札の立会い 

  開札に当たり、入札参加資格を認定された者の中から立会人２者を選定し、 

該当者に連絡する。 

14 入札無効に関する事項 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

 ⑴ 競争入札に参加する資格のない者が入札をしたとき。 

 ⑵ 応募資料に虚偽の記載があるとき。 

 ⑶ 応募資料に不備があるとき。 

 ⑷ 同一の入札参加者が、２以上の提案を行っているとき。 

 ⑸ 適正な代理権限を欠いた者によって手続が行われたとき。 

 ⑹ 入札者が同一事項の入札に対し２以上の入札をしたとき。 

 ⑺ 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 

 ⑻ 著しく信義に反する行為をしたとき。 

 ⑼ 技術審査委員会の委員及び関係者に対し、不当な働きかけ等を行ったと

き。 

 ⑽ 入札に際して連合等の不正行為があったとき。 

 ⑾ 入札金額が予定価格を超えたとき。 

 ⑿ 入札金額が失格基準価格未満のとき。 

 ⒀ 入札書に入札者（構成員全社）の記名押印のないとき。 

 ⒁ 入札金額を訂正しているとき。 

 ⒂ 入札書の記載事項が確認できないとき。 

 ⒃ 入札書に指定された事項が記載されていないとき。 

 ⒄ 指定された郵送方法以外の方法により入札書を提出したとき。 

 ⒅ 入札書が提出期限までに提出されないとき。 

 ⒆ 積算内訳書及び設計図書を購入した領収書の写し又は閲覧時に交付する

積算内訳書交付済証が同封されていないとき。 

 ⒇ 積算内訳書に入札者（代表構成員）の記名押印のないとき。 



 (21) 入札金額と積算内訳書の合計金額が異なるとき。 

 (22) 意思表示が民法上無効とされる入札をしたとき。 

 (23) 前号までに掲げるもののほか、本市が特に指定した事項に違反したとき。 

15 低入札価格調査基準価格 

  低入札価格調査基準価格は、最低制限価格の設定の方法により算出した額

とする。 

16 失格基準価格 

  低入札価格調査試行要領第４条により、失格基準価格を定めるものとする。 

  失格基準価格とは、低入札価格調査基準価格を下回った場合において、契

約の内容に適合した履行がされないおそれがあると判断される価格をいい、

失格基準価格を下回る入札については、低入札価格調査を実施せず失格とす

る。なお、失格基準価格は、低入札価格調査基準価格に１０分の９を乗じて

得た額（千円未満切り捨て）とする。 

17 落札者決定基準 

  津市新最終処分場等施設建設工事落札者決定基準書のとおりとする。 

18 公正な入札の確保 

 ⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和

２２年法律第５４号）等に抵触する行為を行ってはならない。 

 ⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加

者と入札価格又は入札参加意思についていかなる相談も行わず、独自に入

札価格を決定しなければならない。 

 ⑶ 入札参加者は、開札の前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的

に開示してはならない。 

19 その他の注意事項 

⑴ 入札書は、入札日（開札日）、共同企業体の名称、各構成員の所在地、

各構成員の名称、各構成員の代表者氏名、各構成員の印、入札金額、工事

名及び工事場所を鮮明に表示すること。なお、入札書は、指定した封筒に

入れ、開札日時、件名及び差出人名を記入の上、３箇所の封印をすること。 

⑵ 前金払 有 

⑶ 部分払 有（５回以内） 

⑷ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分

の５に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札



者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、見積もった契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額

を入札書に記載すること。 

⑸ 本工事に係る請負契約は、津市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例（平成１８年津市条例第５３号）に該当するもの

であり、議会の議決を要するものであるため、落札後速やかに仮契約を締

結し、当該議決を経た後直ちに本契約とする。 

 ⑹ この入札に係る費用は、すべて入札参加者の負担とする。 

 ⑺ 談合情報、天災その他やむを得ない事由により入札を行うことができな

いときは、入札を延期又は中止することがある。なお、入札の中止等に至

った場合においても、見積りに係る費用その他入札に係る一切の費用は補

償しない。 

 ⑻ 入札をした者は、入札後において、設計図書等（設計図書、図面、仕様

書、関係書類及び現場等）についての不明を理由として異議を申し立てる

ことはできない。 

 ⑼ その他入札に関しての詳細は入札説明書のとおりとする。 


